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は じ め に

この交通安全実施計画は、交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）第２５条第３項

に基づき、「第９次愛知県交通安全計画」（平成２３年度～平成２７年度）の基本方針に従っ

て、平成２６年度における県内の陸上交通の安全に関し、国、県、県警、公社等が講ずべき

施策を計画的に推進するために作成したものです。

昨今の交通を取り巻く情勢は、運転免許保有者の増加、高齢社会の進展、若者を中心とし

た規範意識の低下等さまざまな社会情勢を背景に、一段と厳しさを増す状況にあります。

こうした情勢の中で、平成２５年中の交通事故死者数は２１９人と、前年に比べ１６人の

減少となり、人身事故件数、負傷者数はともに３年連続の減少を達成いたしました。しかし、

その一方で、死者数は１１年連続の全国ワースト１位であり、いまだ６万人を越える方々が

負傷されている厳しい状況であることから、死亡事故のみならず、交通事故全体の減少が緊

急かつ重要な課題となっております。

一瞬にして尊い命を奪い、平和な暮らしを破壊する交通事故をなくすことは、私たち愛知

県民すべての願いであり、人命尊重の理念の下に、「安全で円滑、快適な愛知の交通社会」

を実現するためには、交通安全諸施策を効果的かつ強力に推進していかなければなりません。

このため、愛知県交通安全対策会議を構成する各実施機関は、相互に緊密な連携を図りつ

つ、市町村を始め関係機関・団体の協力の下に、第９次交通安全計画に掲げた目標の達成に

向けて、この実施計画の着実な推進に努めるものです。

平成２６年６月

愛知県交通安全対策会議会長

愛知県知事 大 村 秀 章
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Ⅰ 平成２６年度愛知県交通安全実施計画の目標

１ 実施計画推進への取組

本計画は、第９次愛知県交通安全計画（平成２３年度～平成２７年度）に従い、平成

２６年度における本県の交通安全の具体的な施策を定めたもので、関係する諸機関、

諸団体等は、相互に連携をとって、この計画に定める諸施策を総合的かつ効果的に推

進していくものとする。

２ 実施計画の目標

交通事故のない社会を実現することが究極の目標であるが、本県の交通事故情勢

等を踏まえ、本計画に定める諸施策を確実に実施することにより、死者数をはじめ人身

事故件数、負傷者数のすべてを前年より減少させることを目標とする。

※１ 本項における死者数は、本年の２４時間死者数とする。

※２ 第９次愛知県交通安全計画の目標

「平成２７年までに年間の２４時間死者数を１８５人以下、交通事故死傷者数を

５５，０００人以下とする。」
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Ⅱ 愛知県の交通事故の現況

１ 過去５年間における交通事故発生状況

本県の交通事故発生状況の推移を見ると、過去５年間における死者数の増減率は平均して

－6.9％であり、全体としては減少傾向を示しているものの、平成２３年のように前年に比べて増

加した年もある。平成２５年の死者数は、前年より１６人減少したものの、１１年連続して全国ワー

スト１位であった。

また、人身事故件数及び負傷者数についても、前年より減少したものの、全国ワースト１位で

あった。

これらの要因として

・ 自家用自動車への依存度が他の大都市圏に比べて高いこと

・ 運転免許保有者、自動車保有台数及び道路実延長距離の交通関係指標が全国的に

見て高い水準にあること

・ 人口の増加が続いていること

等の本県特有の実情に加え、

・ 高齢社会の急速な進展

・ 自動車交通の広域化、過密化

・ 生活形態の夜型化に伴う自動車使用の多様化

等の社会情勢・交通環境の変化が反映していることが考えられる。

【愛知県】

年

区分
２１ ２２ ２３ ２４ ２５

人 口 （千人） 7,414（100） 7,408（100） 7,420（100） 7,426 (100) 7,435 (100)

高齢者（千人） 1,463（100） 1,492（102） 1,516（104） 1,578 (108) 1,647 (113)

運転免許人口（千人） 4,902（100） 4,923（100） 4,946（101） 4,977 (102) 5,013 (102)

自動車台数（千台） 4,968（100） 4,975（100） 4,998（101） 5,049 (102) 5,091 (102)

人 件 数 （件） 51,130（100) 51,291（100）50,117 （98）49,651 (97) 48,949 (96)

身事 死者数 （人） ① 281（100） ① 256 （91）① 276 （98) ① 235 （84） ① 219 (78)

故 負傷者数（人） 62,795 (100）62,922（100）61,651 （98）61,576 (98) 60,867 (97)

【全国】

死 者 数 （人） 4,968（100） 4,922（99） 4,663（94） 4,411(89) 4,373(88)

（注）１ 人口は各年１０月１日現在である。

２ 運転免許人口及び自動車台数は各年１２月３１日現在である。

３ ( ）内は指数を示し、平成２１年を１００とする。

４ 死者数の○数字は、全国ワースト順位を示す。
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２ 平成２５年中の交通事故発生状況

本県で昨年に発生した人身事故は４８，９４９件で、死者は２１９人、負傷者は６０，８６７人であっ

た。

【平成２５年中の交通事故発生状況】

区 分 人(件)数 増 減 数 増 減 率

人 身 事 故 件 数 48,949件 -702件 -1.4%

負 傷 者 数 60,867人 -709人 -1.2%

重 傷 者 数 1,428人 -11人 -0.8%

死 者 数 219人 -16人 -6.8%

３ 平成２５年中の交通死亡事故の特徴

(1) 年齢別

高齢者の死者は１１８人、前年対比で５人減少し、全死者の５３．９％と過半数を占め、人口構

成比２２．２％の約２．４倍の高い割合となった。

資料：人口－県統計課調べ（平成２５年１０月１日）

○ 高齢者の死亡事故（死者１１８人）の特徴

・ 時間帯別では、昼（AM９～PM６）が５４人（４５．８％）、前夜（PM６～PM１０）が２３人（１９．５

％）を占めた。

・ 年齢別では、７５～７９歳が３５人（２９．７％）、８０～８４歳が２６人（２２．０％）を占めた。

・ 当事者別では、歩行者が５８人（４９．２％）、自転車乗用中が２８人（２３．７％）を占めた。

・ 事故類型別では、横断中が３７人（３１．４％）、出合頭が２１人（１７．８％）を占めた。

 こども 若者 一般 高齢者
 15歳以下 16歳～24歳 25歳～64歳 65歳以上

人口構成比

死 者 数

不明
0.8%

15.1% 9.2% 52.7% 22.2%

2.3%
5人

7.8%
17人

36.1%
79人

53.9%
118人
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(2) 時間帯別

朝・早朝が増加した。

（3） 道路形状別

交差点内の死亡事故は、９５件（９５人）で、件数としては全国１位であった。

全国の件数構成率（平均）３３．９％より、当県は４４．４％と高く、全国３位であった。

○ 交差点の死亡事故（９５件・９５人）の特徴

・ 年齢別では、高齢者が５５人（５７．９％）を占めた。

・ 当事者別では、歩行者が３３人（３４．７％）、自転車が３２人（３３．７％）を占めた。

・ 事故類型別では、出合頭が３８件（４０．０％）、横断中が２９件（３０．５％）を占めた。

注 大 交 差 点 ＝ 第一当事者進入路の道路幅員が１３ｍ以上

中 交 差 点 ＝ 第一当事者進入路の道路幅員が５．５ｍ以上１３ｍ未満

小 交 差 点 ＝ 第一当事者進入路の道路幅員が５．５ｍ未満

交差点付近 ＝ 交差点の側端から３０ｍ以内

朝

15.5%

昼

37.0%
前夜

17.4%

中夜

10.0%

深夜

10.0%

早朝

10.0%

52.5%
47.5%

昼夜

２１９人

29.4

-33.3

-12.0 11.0

5.5

11.0

-11

-3

510.0

10.0

22

22

10.022

夜
　
間

早朝(A4～A6)

１時間当

11.3

9.0

9.5

37.0

昼
間

34
昼   (A9～P6)

朝   (A6～A9)

区        分 構成率死者数 増減率増減数

30.8

-6.9-6

-19.1-9

81

38

815.5

17.4前夜(P6～P10)

中夜(P10～A0)

深夜(A0～A4)

大交
差点 中交差点

小
交
差
点

交
差
点
付
近

単
路
カ
ー
ブ

単路直線

24人
11.0%

54人
24.7%

１７人
7.８%

１５人
6.8%

83人
37.9%

18人
8.2%

そ
の
他

８人
3.7%
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(4) 事故類型別

横断中及び車両単独が多発

正面衝突及び右左折が増加

区分

事故類型
年計 増減数 増減率

横 断 中 ４８ -７ -１２．７%

出 合 頭 ４１ -６ -１２．８%

車 両 単 独 ４６ -３ -６．１%

追 突 １２ -２ -１４．３%

正 面 衝 突 １４ ４ ４０．０%

右 左 折 １５ １ ７．１%

そ の 他 ４３ -３ -６．５%

計 2１９ -１６ -６．８%

（5） シートベルト着用状況

平成２５年中の四輪車乗車中の死者６０人のうち、シートベルト非着用者は２６人（４３．３％）

で、このうちシートベルトをしていれば死に至らなかったと認められる人は、１９人（７３．１％）で

あった。

《ベルトをすれば助かったと認

められる人・１９人》


	①表紙、平成26年度愛知県交通安全実施計画
	1/2
	2/2

	②はじめに
	1/2
	2/2

	③目次
	1/2
	2/2

	④Ⅰ平成26年度愛知県交通安全実施計画の目標
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	⑤Ⅱ愛知県の交通事故の現況
	1/6
	2/6
	3/6
	4/6
	5/6
	6/6


